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 がんを引き起こすおそれのある物質（がん原性物質）を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働

者の健康診断結果の個人票は 30 年保存となっており、また、上記業務に従事する労働者のばく露の

状況についても、その記録を行い、30 年保存となっています。今般、事業者が事業を廃止する際には、

それらの記録を労働基準監督署長あて提出することが義務付けられました。 

施行は令和８年１月１日からとなっていますので、上記作業を行っている企業に 

おいては、事業を廃止する際には適切な対応が必要となることにご留意ください。 

 

建災防宮城県支部からのお知らせ 

 

 
新年あけましておめでとうございます 本年もよろしくお願い申し上げます 

              

 

建災防宮城県支部 役職員一同 

令和７年度 年末安全衛生公開パトロールが実施されました   

12 月４日、「令和７年度 宮城年末年始労働災害

防止強化運動」の一環として、建設工事関係者ゼ

ロ災推進会議による公開パトロールが実施され

ました。 

 今年度は、西松・奥田・グリーン企画特定建設

工事 JＶが施工中の川内沢ダム本体工事（名取市）

で実施され、松瀨宮城労働局長ほか労働局幹部、

髙橋仙台労働基準監督署長、滝深宮城県土木部事

業管理課技術主幹、廣谷建災防宮城県支部理事、

「宮城建設女性の会 2015」の武山会長ほかが参加

しました。 

 ＪＶ側からは、小野所長から施工状況と現場の

状況に合わせた各種安全衛生対策のご説明をい

ただきました。 

 松瀨局長からは、現場の皆さんに 「これからま

すます厳しい気象条件となるが、現場での安全衛

生対策への協力と更なる推進をお願いしたい。」

と呼びかけがあり、パトロール後には 「全体的に

効率的かつ細やかで手作りの対策が行き渡って

いる。」との講評がありました。 

 

 

 

現場を確認する松瀨局長(左端)、廣谷理事(中央)、髙橋署長(右端) 

パトロール時の現場の状況（左側が堤体、右が上流側） 

労働安全衛生規則の一部が改正されました（化学物質関係） 

 

上記に関する通達「令和７年 11 月 18 日付け基発 1118 第１号」（厚生労働省ＨＰ） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 現在、建災防で取り扱っている図書・用品はＦＡＸでご注文いただ 

いておりますが、３月２日(月)午後１時からは「ＥＣサイト」による 

ウェブ注文に変更させていただきます。以後は、新たにＥＣサイトに 

利用者登録を行うことで、いつでもパソコンやスマホから 

ご注文いただけます。 

利用者登録は、１月 15 日(木)午前 10 時から可能です。 

 ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 改正「労働安全衛生法」が順次施行される予定です。特

に、建設業への影響が大きいのが、個人事業者等の保護の

ための、①注文者による配慮（施行済）、②元方事業者等の

措置、③業務上災害報告制度の創設、④個人事業者等自身

による措置、⑤作業場所管理事業者による作業間の連絡調

整等です。 

厚生労働省では、その内容に関する説明会をオンライン

と現地でのハイブリッド方式で開催します。仙台での開催

(於：仙台市戦災復興記念館)は、１月 16 日(金)14：00 か

らです。オンラインでは、仙台開催のほか、１月 13 日～

２月 19 日の間、計 12 回視聴できます（開催済を除く。）。 

元請事業者だけではなく、すべての下請事業者、そして、

個人事業者の皆さまに広く知っていただくこと 

が必要な内容です。積極的な参加・視聴をお願 

いします。 

 

 

 

 

 

講習予定など建災防の 

情報はこちらから 
建設業労働災害防止協会 宮城県支部 

 
〒980-0824 仙台市青葉区支倉町 2-48 宮城県建設産業会館５階  

電話 022-224-1797 FAX022-265-5604 

改正「労働安全衛生法」説明会のご案内 

 
 

「個人事業者等の安全衛生対策」（厚生労働省ＨＰ） 

２月は「化学物質管理強調月間」です 

 

２月は、第２回「化学物質強調月間」であり、今度のスローガンは、

「慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方」です。 

事業者の皆さまには、これを機会に、①化学物質管理者の選任等体制

の整備・確立、②取り扱っている化学物質の把握・ＳＤＳによる危険有

害性等の確認、③リスクアセスメントの実施とその結果に基づくばく露

低減措置等（対象物の周知・教育を含む。）、④特定化学物質障害予防規

則や石綿障害予防規則の遵守の徹底 などの取組をお願いします。 

 

実施要領（厚生労働省ＨＰ） 

建災防の図書・用品の購入方法が変わります ～3/2 から EC サイト開始～ 

 

建災防のＥＣサイトＨＰ 


